
報告第６９号 

 

東広島アザレア賞に係る表彰基準の見直しについて 

 

 

１ 要 旨 

本市の教育、文化及びスポーツの分野において他の模範として奨励できる成果または業績を収めた

者を表彰する東広島アザレア賞に係る表彰基準の見直しを行うもの。 

 

２ 改正の理由 

東広島アザレア賞（以下、「アザレア賞」という。）の受賞者は近年増加傾向にある。この理由の１

つに、国際規模の大会の中には、多くの入賞者を決定する大会があり、現行の表彰基準では、そのま

ま国際規模の大会の入賞者全員にアザレア賞を授与することになり、他の大会の受賞者とのバランス

を欠くことになっている。そのため、国際規模の大会におけるアザレア賞の表彰基準を現行の「入賞」

から「優秀な成績をおさめたもの」に改正するとともに、大会の内容をもとにアザレア賞受賞の対象

となる賞の基準を個別に判断する。 

 

３ 改正の内容 

項目 現行 改正（案） 

国際規模の大会 入賞したもの 優秀な成績をおさめたもの 

全国規模の大会 第２位までに入賞したもの 第２位までに入賞したもの 

 

４ 新表彰基準の適用 

  平成３１年１月１日から 

 

５ その他 

 (1) 国際規模の大会について、個別に判断する場合、「第３位」相当までの入賞であることを原則と

する。 

 (2) 現行の表彰基準による表彰は、平成３０年１２月３１日までに開催された大会を対象とする。 

 (3) 新表彰基準の市民への周知については、広報東広島平成３０年１１月号並びに市ホームページに

掲載する。 
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